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項   目 内       容 

第１章 総則 

第１－１条 目的 

 

 

 

第１－２条 業務概要 

 

 

 

 

第１－３条 機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１－４条 環境配慮

のチェック・要件

化（みどりチェッ

ク）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務は、関東農政局土地改良技術事務所（以下「事務所」という。）

が保有する災害応急用ポンプ（排水ポンプ車用水中ポンプ）の補修整備

（試運転調整を含む。）を行うものである。 

 

本業務は、令和６年度に点検整備を行った結果、異常ありと報告され

た以下の災害応急用ポンプについて補修整備を行うものである。 

対象機  排水ポンプ車用水中ポンプ（ＮＯ．３） １台 

排水ポンプ車用水中ポンプ（ＮＯ．４） １台 

 

排水ポンプ車用水中ポンプ 

（１）型 式 200LSM-KF形水中ポンプ 

（２）口 径 φ２００㎜ 

（３）揚 水 量 ５.０ｍ3/min 

（４）全 揚 程 １０ｍ 

（５）回 転 数 ３,３８０rpm 

（６）出 力 １２ｋＷ 

（７）設計定格電流 ２４.７Ａ 

（８）絶 縁 Ｆ種 

（９）定 格 連続運転 

（10）インバータ入力電圧 ４４０Ｖ 

（11）インバータ入力周波数 ６０Hz 

（12）ﾒ ｶ ﾆ ｶ ﾙ ｼ ｰ ﾙ潤 滑 油 ２７０ミリリットル 

 

 

（１）環境関係法令の遵守 

  受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

（平成７年法律第112号） 

・水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

・労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年

法律第48号） 

（２）環境関係法令の遵守以外の事項    

受注者は、新たな環境負荷を与えることのないよう、以下の取組に

努めるものとし、履行期限までに取組状況を別紙１により提出するこ

と。 

１）環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

２）エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、

燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を 

行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クール

ビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

３）廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 
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第２章 作業条件等 

第２－１条 参考資料 

 

 

第２－２条 

参考資料の取扱い 

 

 

 

 

 

第３章 作業内容 

第３－１条 補修整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努め

る。 

５）みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱

う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

 

参考資料は次のとおりである。 

・排水ポンプ車他ポンプ点検 点検報告書 

 

 

第２－１条に示す参考資料の取扱いは次のとおりとする。 

（１）参考資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が

生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

（２）参考資料は、原則として初回打合せ時に提供するものとし、同資

料記載内容については機密保持に努めるものとする。 

 

 

（１）排水ポンプ車用水中ポンプ 

補修整備は、次に示す内容のものを行うものとする。 

１）ＮＯ．３ポンプ 

  羽根車の変形が発生していることから、各部の分解点検、各部の部

品交換を行うものとする。 

  なお、電動機分解点検においては、洗浄とワニス処理を行うものと

する。 

 ① ポンプ分解点検 

  ア）工場整備 １式 

    ・ポンプ分解点検組立  １式 

  イ）部品交換 

    ・羽根車        １個 

    ・羽根車ナット     １個 

    ・メカニカルシール   １式 

    ・深溝玉軸受      ２個 

    ・Ｃ型止め輪 軸用   １個 

・調整シム類      １式 

・羽根車キー      １個 

    ・継丸ゴム       １個 

    ・０リング類      １式 

    ・波ワッシャー     １個 

    ・六角穴付ボタンボルト ３個 

    ・六角穴付ボルト    ６個 

    ・潤滑油        １式 

 ② 電動機分解点検 

  ア）工場整備 １式 

    ・電動機分解点検組立  １式 

 ③ 塗装（タッチアップ）   １式 
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 ④ 試運転調整 

ア）性能確認試験      １式 

 

２）ＮＯ．４ポンプ 

  羽根車の変形、水中ケーブルの被覆損傷が発生していることから、

各部の分解点検、各部の部品交換を行うものとする。 

  なお、電動機分解点検においては、洗浄とワニス処理を行うものと

する。 

 ① ポンプ分解点検 

  ア）工場整備 １式 

    ・ポンプ分解点検組立  １式 

  イ）部品交換 

    ・羽根車        １個 

    ・羽根車ナット     １個 

    ・メカニカルシール   １式 

    ・深溝玉軸受      ２個 

    ・Ｃ型止め輪 軸用   １個 

・調整シム類      １式 

・羽根車キー      １個 

・水中ケーブル ４０ｍ １本 

    ・継丸ゴム       １個 

    ・０リング類      １式 

    ・波ワッシャー     １個 

    ・六角穴付ボタンボルト ３個 

・六角穴付ボルト    ６本 

・熱収縮チューブ    ６個 

・裸圧着スリーブ    ３個 

・ケーブル抑え     １個 

・ケーブルコネクタ   １個 

・コネクタキャップ   １式 

    ・潤滑油        １式 

 ② 電動機分解点検 

  ア）工場整備 １式 

    ・電動機分解点検組立  １式 

 ③ 塗装（タッチアップ）   １式 

 ④ 試運転調整 

ア）性能確認試験      １式 

 

（２）補修整備中の異常時の対応 

補修整備中において、他の不良や不具合を発見した場合は速やかに

原因を究明し、監督職員に報告するとともに、軽微なものについては

修理、調整を行い、重整備や部品交換が必要な場合には監督職員の指

示に従うものとする。 

なお、不具合等が確認された場合には、必要な整備内容、交換部品

等を監督職員に報告するものとする。 
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第４章 成果物 

第４－１条 納入品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－２条 納入場所 

 

 

 

 

第５章 その他 

第５－１条 契約変更 

 

 

 

 

 

第６章 定めなき事項 

第６－１条 定めなき

事項 

 

 

排水ポンプ車用排水ポンプを納入するに当たり次のものも納入する

ものとする。 

（１）報告書 １部 

報告書には、次に示すものを市販のファイルに綴るものとする。 

なお、以下に記す１）に当たっては、工場で実施するポンプ、電動

機の分解点検組立において、分解した実機の部品の摩耗状況等の確

認を行い、状況写真、所見を含み報告を行うものとする。 

１）補修整備した内容、性能試験及び試運転結果 

２）作業状況写真 

（２）電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副 

 

排水ポンプ車用水中ポンプ及び第４－１条に記す成果物の納入場所

は以下のとおりとする。 

埼玉県川口市南町２－５－３ 

関東農政局土地改良技術事務所 

 

 

請負契約書第 15 条から第 18 条までに規定する発注者と受注者によ

る協議事項は、次のとおりとする。 

（１）第３－１条に示す「補修整備」に変更が生じた場合。 

（２）第４－１条に示す「納入品」に変更が生じた場合。 

（３）履行期間の変更が生じた場合。 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が

生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 



  

 

【別紙１】 

 

みどりチェック実施状況報告書 

 

事務・事業名  

事業者名  

担当者・連絡先  

 

以下のア～オの取組について、実施状況を報告します。  

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

  



  

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

  



  

 

ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

  



  

 

エ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に

関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

  



  

 

オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及

び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）チェックシ

ート解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了

知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

（備考） 全ての事項について「実施した／務めた」又は「左記非該当」のどちらか

にチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した／務め

た」にチェックを入れること。 


